ボランティア活動育成事業補助金要綱

（目　的）
第１条　この要綱は、社会福祉法人箕輪町社会福祉協議会（以下「社協」という。）が、地域福祉の
増進を図るため、ボランティア活動の立ち上げや育成に必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
（補助の対象者）　
第２条　補助の対象となる団体は、当該年度に新しくボランティア団体を立ち上げる見込み、または立ち上げ後１年以内の団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
（１）箕輪町ボランティアセンターに登録している（または登録見込みである）団体
（２）自主的および自発的に活動を行っている団体
（３）箕輪町内を主な活動拠点としている団体
（４）政治、宗教または営利を主目的としない団体
（補助対象事業及び経費）
第３条　補助の対象となる事業および経費は、新しいボランティア活動の立ち上げに必要なものとし別表に掲げるとおりとする。ただし、次に掲げるものは原則として対象外とする。
（１）他の公的機関等から補助を受けているもの
（２）食材費及び飲食代
（３）団体の会員に対する人件費及び謝礼
（４）団体の会員に対するボランティア活動保険料
（５）その他社協会長が不適切と判断したもの
（補助金の限度額等）
第４条　補助金の額は、１団体あたり５万円を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
２　補助金の交付は、１団体あたり１回限りとする。
（交付の申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、ボランティア活動育成事業補助金申請書（様式第１号）を、指定する期日までに社協会長へ提出しなければならない。
（決定の通知）
第６条　社協会長は、前条の規定による申請があったときは、次条に規定する審査会の審査を経て、交付の可否を決定し、ボランティア活動育成事業補助金審査結果通知書（様式第２号）により、申請団体に通知するものとする。
（審査会の設置）
第７条　社協会長は、補助金の交付の適否及び交付額を審査するため、ボランティア活動育成事業補助金審査会（以下「審査会」という。）を置く。
２　審査会は、次に掲げる基準に基づき、申請書類およびヒアリング等により審査を行う。
（１）第２条および第３条に規定する対象要件を満たしていること。
（２）住民福祉の向上に寄与し、成果が期待できるものであること。
（３）事業計画および予算が具体的であり、実現可能性があること。
（４）会計処理及び資金の使途が適切であること。
３　審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
（１）箕輪町ボランティアセンター運営委員会より選出された者　３名
（２）箕輪町リサイクル活動の会役員会より選出された者　２名
４　審査会の事務局は、社協事務局長、地域ふれあいグループリーダー及び担当者をもって充てる。
５　審査会に審査委員長を置き、委員の互選により選出する。
６　審査委員長は、会務を統括し、審査会の議長となる。
（請求及び交付）
第８条　交付決定通知を受けた団体は、ボランティア活動育成事業補助金請求書（様式第３号）を期限までに社協会長へ提出するものとする。
２　社協会長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
（事業内容の変更）
第９条　補助金の交付決定を受けた団体が、事業の内容を変更しようとするときは、速やかにボランティア活動育成事業補助金変更申請書（様式第４号）を提出し、社協会長の承認を受けなければならない。ただし、社協会長が認める軽微な変更については、この限りではない。
２　社協会長は、変更を受理したときは、ボランティア活動育成事業補助金変更決定通知書（様式第５号）により通知するものとする。
（実施報告）
第１０条　補助金の交付を受けた団体は、対象事業の終了後速やかにボランティア活動育成事業補助金実績報告書（様式第６号）を社協会長に提出しなければならない。
（補助金の返還）
第１１条　社協会長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全額または一部の返還を命ずることができる。
（１）補助金を目的外に使用、または申請内容と著しく異なる活動に使用したとき。
（２）当該年度の途中において、活動を休止、または中止したとき。
（３）実績額が補助金の交付額に満たないとき。
（４）虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。



附　則　　この要綱は平成２０年４月１日より施行する
附　則　　この要綱は平成２５年７月１日より施行する
附　則　　この要綱は平成２８年４月１日より施行する
附　則　　この要綱は平成２８年１０月１日より施行する
附　則　　この要綱は令和７年７月１日から施行する
附　則　　この要綱は令和８年４月１日から施行する





別　表
第３条に基づき、補助金の対象となるものは次のいずれかに該当するものとし、従来の活動を継続する事業は原則対象外とする。
	≪対象となる事業≫

	（１）生活困窮者への支援を目的とした事業

	（２）障がい者への支援を目的とした事業

	（３）高齢者への支援を目的とした事業

	（４）こどもや子育て支援を目的とした事業

	（５）災害からの復興支援を目的とした事業

	（６）多世代交流や多文化共生を目的とした活動

	（７）環境美化、文化活動を目的とした事業

	（８）その他社協会長が認める事業



≪対象経費≫
	（１）諸謝金
	講師謝礼など

	（２）消耗品費
	軽微なもの、消耗するもの

	（３）印刷製本費
	コピー代、資料作成費など

	（４）通信運搬費
	携帯電話通信料、インターネット、郵券料など

	（５）使用料及び賃借料
	会場使用料、備品レンタル料など

	（６）備品購入費
	長期にわたり継続して使用するもの

	（７）その他会長が認めるもの
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